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△ 支店の開設と申告書の提出先

Q ●
● 当社は大阪に本店のある会社ですが、

この度、東京に支店を開設することになりま

した ◎

ところで 、 法人税等の申告書はどこに提出

することになるのでしょうか。

Aｰ●
● 法人税は本店所在地の所轄税務署へ、

都道府県民税及び事業税は本店及び支店の所

在地の都道府県へ、市町村民税は本店及び支

店の所在地の市町村へ提出することになりま

す ◎

【解説】

法人税は、本店と支店の利益を合計し、こ

れを基にして算出した法人税を、本店所在地

の所轄税務署へ申告します。

事業税は、全体の利益を、決算日における

各都道府県別の従業者の人数によって分割し、

分割後の利益を基にして各都道府県別に事業

税を算出し、各都道府県に申告します。

都道府県民税は、法人税額を事業税の場合

と同じく、従業者の人数によって各都道府県

に分割し、分割後の法人税額を基にして各都

道府県別に都道府県民税を算出し、各都道府

県に申告します。

市町村民税は、法人税額を、決算日におけ

る各市町村別の従業者の人数によって分割し、

分割後の法人税額を基にして各市町村別に市

町村民税を計算し、各市町村へ申告します。

なお、都道府県民税と市町村民税について

は、各都道府県、各市町村ごとに均等割額が

加算されます。
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